
第４班 ９⽉９⽇  

 

 

 

 

政 策 ３ ⼦どもが健やかに学び育つ社会の形成 

 

３-１  安⼼して出産・⼦育てができる環境づくり  

 

(1) 家庭・職場・地域の⼦育て⽀援の充実 

(2) 保育サービス・幼児教育の充実 

(3) ⼦どもや⺟親の健康の保持・増進 

 

３-２  すべての⼦どもが⼤切にされる社会づくり  

 

(1) 社会的養護が必要な⼦どもへの⽀援の充実 

(2) ⼦どもの貧困対策の充実 

(3) 特別⽀援教育の充実 

  

３-３  「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり 
 

(1) 地域ぐるみ・社会総がかりの教育の推進 

(2) 確かな学⼒の向上 

(3) 技芸を磨く実学の奨励 

(4) 学びを⽀える魅⼒ある学校づくり 
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「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり  

１ 政策の⽅向 
本県の教育の基本⽬標である「有徳の⼈」の育成を進めるためには、学問を学び、スポーツに親し

み、芸術を愛するという、「⽂・武・芸」三道の⿍⽴が重要である。 
このため、きめ細かな指導による確かな学⼒の向上や実学の奨励、多様な体験活動の推進などによ

り、三道の⿍⽴を⽬指した学びの場づくりを推進する。 

２ 現状と課題 
【地域・家庭における教育】 
・ 近年、都市化やそれに伴う家族形態の変化などにより、地縁的なつながりの中で、⽇々の⼦

育てに対する助⾔や協⼒を得ることが難しくなっており、また、⽇常⽣活におけるしつけや
感性、情操を養うなどといった、本来家庭教育が担う役割が⼗分に果たされなくなっている。

 
【確かな学⼒の向上】 
・ 2020 年度以降に実施が予定されている「新学習指導要領」では、⼩学校・中学校・⾼等学

校・特別⽀援学校それぞれにおいて、知識・技能の習得と思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成
のバランスを重視した上で、知識の理解の質をさらに⾼めることなどを求められている。 

・ また、⼦供たちに基礎的・基本的な知識・技能と思考⼒・判断⼒・表現⼒等を⾝に付けさせ
るとともに、主体的に学習に取り組む態度を養うことにより、知識・技能のみに限らない幅
広い「確かな学⼒」を向上させる取組の充実が⼀層求められている。 

 
現 

状 

【社会変化に対応できる⾃⽴した多様な⼈材の育成】 
・ 技術⾰新等により社会の変化のスピードが速まる中、我が国が更に発展し、繁栄を維持して

いくためには、様々な分野で活躍できる質の⾼い⼈材育成が不可⽋である。 
・ 学⼒だけでなく、勤労観・職業観やコミュニケーション能⼒などを⾼めて「⽣きる⼒」を⾝

につけ、様々な課題に柔軟に対応し、将来、社会⼈として⾃⽴することができる教育が重要
である。 

 
【教員の資質向上と外部⼈材の活⽤】 
・ 教育の中核を担うのが学校教育であり、求められる教育を実現するためには、直接の担い⼿

である教員の資質・能⼒の向上が重要となっている。 
・ 教員の⻑時間勤務の実態や複雑・多様化する学校現場を取り巻く課題に対応するため、多様

な専⾨性を持つ外部⼈材と連携・分担して学びを⽀えていくことが求められている。 
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・ ⼦供たちの健やかな育ちの基盤は家庭教育であるが、家庭教育に対する保護者の不安や悩み
の軽減・深刻化防⽌のため、社会全体の意⾒を幅広く反映し、家庭、学校、地域などが連携
した社会総がかりの教育の推進が必要である。 

・ 児童⽣徒の実態に応じたきめ細かな学習環境の充実を図り、確かな学⼒を向上していくこと
が必要である。 課 

題 ・ 児童⽣徒の勤労観・職業観を育み、農林⽔産業、⼯業、商業、芸術、スポーツなどの様々な
分野で才能を発揮し、伸ばすことができる、実践的な実学の推進が求められる。 

・ 教職員の資質を向上させ、多様な専⾨性を持つ外部⼈材の活⽤を図ること等により、教員が

⼦供たちと向き合う時間をより確保できる学校づくりが求められる。 

 

 

３ 施策と取組の位置付け 

 
⼦どもが健やかに学び育つ社会の形成 

１ 安⼼して出産・⼦育てができる環境づくり

2 すべての⼦どもが⼤切にされる社会づくり 

３ 「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり  ① 社会全体の意⾒を反映した教育⾏政の推進 
② 家庭・地域との連携による開かれた学校づくり
③ 地域の教育⼒の向上 

 
 

① 勤労観・職業観の醸成 
② 多様な体験活動の推進 
③ スポーツ活動の充実 
④ ⽂化芸術を学ぶ機会の拡⼤ 

（１）地域ぐるみ・社会総がかりの教育の推進
 ① 授業⼒の向上 
② 学校におけるきめ細かな指導の充実 （２）確かな学⼒の向上
③ 教育内容の充実 

（４）学びを⽀える魅⼒ある学校づくり 

（３）技芸を磨く実学の奨励  

① 学び続ける教職員の育成 
② 教職員と⼦どもが向き合う時間の拡充 
③ ⼦どもの⼼⾝の健康問題への対応⼒の向上
④ 教職員の⼈材確保 
⑤ 「命を守る教育」の推進 
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確かな学⼒の向上 
技芸を磨く実学の奨励 

 

 
❖  目  標      

■ 学 習 環 境 ・ 教 育 内 容 を 充 実 し 、 確 か な 学 ⼒ の 向 上 を 図 り ま す 。    
     
■ 児 童 ⽣ 徒 の 勤 労 観 ・ 職 業 観 を 育 み 、 様 々 な 分 野 で 才 能 を 発 揮 し 、 伸 ば す こ と が で

き る 実 践 的 な 実 学 を 推 進 し ま す 。     
❖  施 策 に 関 す る 指 標   

 
確かな学⼒の向上 

活 動 指 標  基 準 値  目 標 値  

全国学⼒・学習状況調査の問題や結果を活⽤した学
校の割合 

（2016 年度） 
小97.5％ 中93.0％ 

100％ 

静岡式 35 ⼈学級実施学年 （2017 年度） 
小4 まで 

（2019 年度） 
全学年 

学校の授業以外で１⽇当たり１時間以上勉強してい
る児童⽣徒の割合 

（2017 年度） 
小68.0％ 中73.2％ 

⼩ 75％ 
中 80％ 

⽇常的に授業でＩＣＴを活⽤した学校の割合 （2016 年度） 
62.7％ 

80％ 

特⾊化教育実施校⽐率（私⽴⾼） （2016 年度） 
95.3％ 

100％ 
 

技芸を磨く実学の奨励 
活 動 指 標  基 準 値  目 標 値  

ふじのくに実学チャレンジフェスタ⼊場者数 （2017 年度） 
3,000 人 

3,500 ⼈ 

保育・介護体験実習を⾏った⾼等学校の割合 （2016 年度） 
96.6％ 

100％ 

「⽂化の匠」派遣校数 （2016 年度） 
76 校 

80 校 

体⼒アップコンテストしずおかに参加した学校の割
合 

（2016 年度） 
73.4％ 

100％ 

新ビジョン体系 ３－３ 
（２）（３） 

担当部局 
教育委員会 教育政策課 義務教育課 

⾼校教育課 特別⽀援教育課 
健康体育課 

⽂化観光部 私学振興課 

成 果 指 標  基 準 値  目 標 値  

全 国 規 模 の 学 ⼒ 調 査 で 全 国 平 均 を 上 回 る 科
⽬ の 割 合  

（2017 年度） 
小50％ 中100％ 

100％  

授 業 中 に Ｉ Ｃ Ｔ を 活 ⽤ し て 指 導 で き る 教 員
の 割 合  

（2016 年度） 
69.5％ 

85％  

児 童 ⽣ 徒 に 望 ま し い 勤 労 観 ・ 職 業 観 を 育 む
教 育 を 実 施 し た 学 校 の 割 合  

（2016 年度） 
小89.7％ 中98.8％ 
高92.8％ 特100％ 

100％  
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１-１ 施策背景 確かな学⼒の向上 
   

■ 「学⼒」を構成する「知識・技能の確実な習得」「それを踏まえた思考⼒・判断⼒・表現⼒の育成」
「主体性を持って多様な⼈々と協働して学ぶ態度の育成」の三つの要素をバランス良く育むこと
により、⼦供たちの「確かな学⼒」を向上させる教育を進めている。   

■ 全国の⼩学校６年⽣及び中学校３年⽣を対象に⾏われる「全国学⼒・学習状況調査」の 2018 年
度の結果によれば、本県では、⼩学校は⼀部の科⽬を除き概ね全国平均レベル、中学校では全て
の科⽬で全国の平均正答率を上回っている。   

■ 国による学習指導要領の改訂等の進捗を踏まえ、現在、その趣旨に応じた授業改善や指導体制の
整備を進めている。   

■ 学⼒の向上には、教員が児童⽣徒と向き合う時間（授業改善や⽣徒指導など）の⼗分な確保と、
⼀⼈ひとりに応じたきめ細かな指導が重要である。 

  
■ 東 京⼀極集中、特に若者の県外流出により地域や産業を担う⼈材が不⾜している。 
 

■ ＩＣＴ（情報通信技術・Information and Communication Technology）の進展に伴い産業構造
変化している。 が  

■ 私⽴学校は、それぞれの建学の精神に基づき、特⾊ある教育が実践されており、私⽴学校が社会の
要請に応えながら特⾊ある教育活動を展開し、⽣徒に選択される学校づくりが促進するよう、私⽴学校の⾃
主性、独⾃性を活かした取組を⽀援している。 

 
 

○ 全国学⼒・学習状況調査（2018 年度実施）の概要） 
１  調査の⽬的 
  義務教育の機会均等とその⽔準の維持向上のため、全国的に学⼒や学習状況を把握・分析し、教

育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 
２  実施学校数・実施⼈数（公⽴、政令、特別⽀援学校を含む） 

2018 年４⽉、県内⼩学校の 502 校の６年⽣ 31,083 ⼈と中学校 269 校の３年⽣ 29,654 ⼈が
参加 

３ 調査内容 
(1) 学⼒に関する調査（国語、算数・数学、理科） 
(2) 学習状況に関する調査（児童⽣徒に対する調査、学校に対する調査） 

４ 全国学⼒・学習状況調査に関する調査結果の概要 
(1) 学⼒に関する調査 
（ｱ）⼩学校（教科ごとの平均正答率） 国語Ａに課題が⾒られる。 

                        （単位 静岡県・全国：％、差：ポイント） 
2018 年度 2017 年度 

区 分 
静岡県 全 国 差 静岡県 全 国 差 

国語Ａ 69.4 70.7 -1.3 74.1 74.8 －0.7 
国語Ｂ 55.5 54.7 +0.8 58.8 57.5 +1.3 
算数Ａ 62.9 63.5 -0.6 78.4 78.6 -0.2 
算数Ｂ 50.9 51.5 -0.6 46.0 45.9 +0.1 
理 科 60.0 60.3 -0.3    
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（ｲ）中学校（教科ごとの平均正答率） 全科⽬で全国平均を上回る。 
（単位 静岡県・全国：％、差：ポイント）

平成 30 年度 平成 29 年度 
区 分 

静岡県 全 国 差 静岡県 全 国 差 
国語Ａ 77.6 76.1 +1.5 78.5 77.4 +1.9 
国語Ｂ 62.9 61.2 +1.7 74.1 72.2 +1.9 
数学Ａ 67.9 66.1 +1.8 67.3 64.6 +2.7 
数学Ｂ 49.1 46.9 +2.2 49.8 48.1 +1.7 
理 科 67.7 66.1 +1.6    

※ Ａ：主として「知識」に関する問題 Ｂ：主として「活⽤」に関する問題 

(2) 学習状況に関する調査（児童⽣徒に対する調査） 

○「⾃分にはよいところがある」と答える児童・⽣徒が多い。 
 先⽣に認められていると感じている児童・⽣徒が多い。 
 経年的に地域の⾏事に参加する児童・⽣徒が⾮常に多い。 

参考 児童⽣徒質問紙の結果の⼀部抜粋      （単位 静岡県：％ 全国⽐：ﾎﾟｲﾝﾄ） 
⼩学校 中学校 質問項⽬ 

静岡県 全国⽐ 静岡県 全国⽐
⾃分には、よいところがあると思いますか 86.7 ＋2.7 81.8 ＋3.0 
先⽣は、あなたのよいところを認めてくれてい
ると思いますか 87.2 ＋1.9 83.8 ＋1.6 

家で⾃分で計画を⽴てて勉強していますか 68.4 +0.8 50.3 -1.8 
家で学校の宿題をしていますか 98.0 +0.9 93.6 +2.0 
今住んでいる地域の⾏事に参加していますか 71.5 ＋8.8 69.9 ＋24.3
学級の友達との間で話し合う活動を通じて、⾃
分の考えを深めたり、広げたりすることができ
ていると思いますか 

78.4 +0.7 79.6 +3.3 

参考 学校質問紙の結果の⼀部抜粋        （単位 静岡県：％ 全国⽐：ﾎﾟｲﾝﾄ） 
⼩学校 中学校 質問項⽬ 

静岡県 全国⽐ 静岡県 全国⽐
児童の姿や地域の現状等に関する調査や各種デ
ータに基づき、教育課程を編成し、評価して改
善を図る⼀連のPDCAサイクルを確⽴していま
すか 

98.2 ＋3.3 97.8 ＋4.7 

教育課程の趣旨について、家庭や地域との共有
を図る取組を⾏っていますか 94.3 ＋3.7 92.2 ＋7.0 

近隣の中（⼩）学校と、授業研究を⾏うなど、
合同して研修を⾏いましたか 79.9 +10.4 86.7 +10.2

児童（⽣徒）は授業中の私語が少なく、落ち着
いていますか 88.2 -1.2 95.6 -1.0 

保護者や地域の⼈との協働による取組は、学校
の教育⽔準の向上に効果がありましたか 96.0 +0.6 88.8 +0.2 
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○ 教職員定数の概要 
 
 
 
 
 
 

※公⽴⼩中学校（政令市等除く）487 校
・国：教職員定数（全国）決定と都道府県への配当、国庫補助事業による⾮常勤等の配当 など 

教職員定数 
（1）基礎定数 

学校数、学級数、児童⽣徒数に基づいて都道府県ごとの定数が算定される。 
（2）加配定数 

教育上、特別配慮が必要な場合（少⼈数指導、いじめや不登校対応、教職員の⻑期研修等）
に対応するため、基礎定数に加え、特別に配置されるもの。 

国が、政令で定める基準や都道府県からの申請を踏まえ、児童⽣徒数等を考慮して配分する。
・県：教職員定数の各学校への配置（学級数等による）、県単独での教員配当（静岡式 35 ⼈学級）、

⾮常勤講師等の市町・学校への配当 など 

（参考）県は、国に「個に応じた、より決め細やかな指導等をするため、教職員定数の⼀層の充
実」を要望するとともに、県独⾃の施策として、「静岡式 35 ⼈学級」を実施している。

・市町：国や県に学校現場の要望を伝える。 

○ ＩＣＴ整備等の状況 
・本県において、授業中にＩＣＴ等を活⽤して指導できる教員の割合は、年々増加傾向にあり、教育

におけるＩＣＴに対する意識の変化や活⽤能⼒の向上が表れているが、全国平均と⽐較すると低い

状況にある。 

ICT の整備状況 【出典：⽂部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」】 

(1) 教育⽤コンピュータ１台当たりの児童⽣徒数 ※（ ）内は、静岡県の全国順位を⽰す 

区 分 2014 2015 2016 

⼩ 7.0 ⼈／台 ⼩ 6.9 ⼈／台 ⼩ 6.9 ⼈／台（34 位） 
中 6.1 ⼈／台 中 6.1 ⼈／台 中 6.2 ⼈／台（32 位） 

静岡県 
⾼ 4.8 ⼈／台 ⾼ 4.7 ⼈／台 ⾼ 4.8 ⼈／台（27 位） 
特 3.5 ⼈／台 特 3.3 ⼈／台 特 3.5 ⼈／台（31 位） 

⼩ 7.2 ⼈／台 ⼩ 7.0 ⼈／台 ⼩ 6.7 ⼈／台 
中 6.4 ⼈／台 中 6.2 ⼈／台 中 5.9 ⼈／台 

全国 
⾼ 5.0 ⼈／台 ⾼ 5.0 ⼈／台 ⾼ 4.8 ⼈／台 
特 3.2 ⼈／台 特 3.0 ⼈／台 特 2.8 ⼈／台 

 

 

 

国 県

学校

教職員定数の決定・配当
（義務教育費国庫負担金、地方交付税）

学校
学級数等により配分

静岡式35人学級編制

（県独自の配当）

＊その他国庫補助事業あり（学び方支援非常勤等）

市
町

市
町

93 
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(2) 普通教室の無線ＬＡＮ整備率 ※（ ）内は、静岡県の全国順位を⽰す 

2016 
2014 2015 

静岡県 全国平均 

調査項⽬なし 

⼩ 74.5%（ 1 位） 
中 73.7%（ 1 位） 
⾼ 21.7%（15 位） 
特 20.0%（29 位） 

⼩ 31.7% 
中 29.9% 
⾼ 19.5% 
特 32.8% 

(3) 授業中にＩＣＴを活⽤して指導できる教員の割合 ※（ ）内は、静岡県の全国順位を⽰す 

区 分 2014 2015 2016 

静岡県 

⼩ 68.9% 
中 63.2% 
⾼ 66.9% 
特 57.8% 

⼩ 70.9% 
中 66.0% 
⾼ 67.8% 
特 60.7% 

⼩ 71.1%（41 位） 
中 67.8%（37 位） 
⾼ 70.5%（32 位） 
特 64.8%（44 位） 

全国 

⼩ 74.4% 
中 67.2% 
⾼ 70.7% 
特 70.5% 

⼩ 76.3% 
中 69.6% 
⾼ 72.8% 
特 72.3% 

⼩ 77.6% 
中 71.7% 
⾼ 74.2% 
特 73.6% 

 

○ 私⽴学校の状況 
・私⽴⾼校においては、建学の精神に基づき、学⼒向上に向けた指導、国際化教育、職業訓練、芸術・

スポーツ活動など、⽂・武・芸三道において、個性豊かな教育活動を推進している。 
「建学の精神に基づいた特⾊ある教育が⾏われている」と答える⽣徒の割合 (単位：％) 

2012 2013 2014 2015 2016 
67.6 72.6 71.9 70.0 72.2 

「授業が充実し、わかりやすい」と答える⽣徒の割合 (単位：％) 
2012 2013 2014 2015 2016 
61.8 66.4 68.1 65.6 66.5 

・県は、私⽴学校法や私⽴学校振興助成法等に基づき、私⽴学校の⾃主性を活かした取組を⽀援して
いる。 

 

１-２ 施策背景 技芸を磨く実学の奨励 
  

■  働くことへの意欲・関⼼を持ち、勤労の尊さを知るとともに、卓越した技術・知⾒を持つ専⾨的
職業⼈として社会の変化に柔軟に対応し、地域産業の発展に貢献できる⼈材の育成を進めている。

 
■ 県内の公⽴・私⽴の⾼等学校 139 校（分校含む）のうち、農業・⼯業・商業など実学に関する学

科を設置する⾼校は 54 校・延べ 68 学科ある。 
 

■ 全国の⼩学校５年⽣及び中学校２年⽣を対象に⾏われる「全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査」
の 2017 年度の結果によれば、本県の⼦供たちは、⼩学校５年⽣男⼦を除いて、合計点で全国平
均を上回っている。 

 
■ 運動部活動は、学習意欲の向上や責任感、連帯感を養うなど、⼼⾝の健全な発達に資するもの

であるが、少⼦化等が進む今後においては、運動部活動を持続可能とするための取組が必要
である。 
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○ 県内⾼等学校の状況 
 県内の⾼等学校 県⽴ 90 校（本校 85 校・分校 5 校）・市⽴５校・私⽴ 44 校 計 139 校 

＜専⾨学科を設置する⾼等学校＞県⽴ 40 校（本校 38 校・分校 2 校）・市⽴ 2 校・私⽴ 12 校 
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計 54 校・68 学科 
区分 学校名 農業 工業 商業 水産 家庭 福祉 芸術 体育 総合 専攻科

県立 下田（南伊豆分校） ●
伊東商業 ●
伊豆総合（土肥分校） ●
伊豆総合 ● ●
田方農業 ●
御殿場 ● ● ●
裾野 ●
沼津西 ●
沼津工業 ●
沼津商業 ●
吉原工業 ●
富士宮東 ●
富士宮北 ●
富岳館 ●
清水南 ●
科学技術 ●
静岡農業 ●
静岡商業 ●
駿河総合 ●
焼津水産 ● ●
藤枝北 ●
島田工業 ●
島田商業 ●
清流館 ●
相良 ●
掛川工業 ●
小笠 ●
遠江総合 ●
袋井商業 ●
天竜 ● ●
磐田北 ●
磐田農業 ●
磐田西 ●
浜松江之島 ●
浜松東 ●
浜松大平台 ●
浜松工業 ●
浜松城北工業 ●
浜松商業 ●
浜松湖北 ● ● ●

市立 富士市立 ● ●
静岡市立清水桜が丘 ●

私立 知徳 ● ● ●
飛龍 ●
清水国際 ●
城南静岡 ●
静岡女子 ● ● ●
焼津 ●
静清 ●
藤枝順心 ● ●
常葉学園菊川 ●
浜松学芸 ●
浜松修学舎 ● ●
浜松啓陽 ●

合計 6 12 21 1 4 6 6 1 10 1   
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○ ⽂部科学省全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査（2017 年度実施）の概要 
１ 調査の⽬的 

全国的な⼦供の体⼒の状況を把握・分析することにより、国、教育委員会、学校が⼦供の体⼒向

上に関する継続的な検証改善のサイクルを確⽴する。 

２ 調査の対象とする児童⽣徒（国・公・私⽴学校）※県は公⽴学校のみ 

(1) ⼩学校及び特別⽀援学校⼩学部の第５学年（全国：1,063,693 ⼈、県：31,781 ⼈） 

  (2) 中学校及び特別⽀援学校中学部の第２学年（全国：1,022,561 ⼈、県：29,317 ⼈） 

３ 調査の内容 

(1）実技調査  新体⼒テスト８種⽬(中学校は持久⾛か 20m シャトルランのどちらかを選択) 

(2) 質問紙調査 児童⽣徒に対する調査(運動習慣等）、学校に対する調査（家庭や地域との連携等）

４ 調査結果の概要（政令市を含む公⽴学校から⽂部科学省が抽出) 

(1) 実技調査の結果 

調査内容 2016 年度 2017 年度 

順位 順位 
種 別 

体⼒合計点 

全国平均を 

上回る種⽬（割合） 体⼒合計点

全国平均を 

上回る種⽬（割合）

⼩学校男⼦ 25 位  ３/８(37.5%) 27 位 ３/８(37.5%) 

⼩学校⼥⼦ 16 位  ５/８(62.5%) 17 位 ５/８(62.5%) 

中学校男⼦ 17 位  ８/９(88.9%) 20 位 ８/９(88.9%) 

中学校⼥⼦ 7 位  ９/９(100 %) 9 位 ９/９(100 %) 

合   計  25/34(73.5%)  25/34(73.5%) 

（2） 体格と肥満度に関する調査結果 ※（   ）は全国平均。 

種 別 ⾝⻑(cm) 体重(kg) 
⼩学校男⼦ 138.47(138.89) 33.52(34.05) 

⼩学校⼥⼦ 139.65(140.09) 33.45(33.94) 

中学校男⼦ 159.73(160.04) 47.81(48.64) 
中学校⼥⼦ 154.69(154.99) 45.83(46.69) 

５ 本県の現状について 

（1）⼩学校５年⽣男⼦を除いて、体⼒合計点は全国平均を上回っており、全国平均を上回る種⽬

の割合は全体で 73.5％と⾼い⽔準である。 

⼩学校においては男⼥の握⼒・⻑座体前屈・上体起こし、男⼦の 50ｍ⾛、ボール投げが全

国平均に達しない状況であり、特に男⼦のボール投げは全国平均との差が⼤きく、⼤きな課題

である。中学校においてはほぼ全ての種⽬で全国平均記録を上回った。 

（2）体格については全国と本県を⽐較すると、⼩中学校とも若⼲下回るが、ほぼ標準である。 
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２-１ 現状・課題と施策の⽅向 確かな学⼒の向上 

現状・課題 県の施策の⽅向 

・ 全国学⼒・学習状況調査の結果も踏まえた学校
運営・授業の改善 

「新学習指導要領」で求められている、
知識の理解の質を⾼め、資質能⼒を育む
「主体的・対話的で深い学び」の実現が
必要である。 ➡① 授業⼒の向上 

・ 少⼈数学級編制や地域⼈材の活⽤などによる
指導の充実 

学習指導要領の改訂等に適切に対応
し、児童⽣徒の実態に応じた学習環境を
充実させるための体制整備が必要であ
る。 ➡② 学校におけるきめ細かな指導の充実 

・ ⾃然、⽂化、産業などの地域の特⾊を活かした
学習の推進 

地域を担う⼈材を育成するため、地域
を理解し、貢献意欲を育む学習や体験活
動が必要である。 ➡③ 教育内容の充実 

・ 児童⽣徒の情報活⽤能⼒の育成 
・ ＩＣＴを活⽤した指導⼒の向上 

急速に進展するＩＣＴ（情報通信技術）
を授業に活⽤するとともに、それに対応
したこれからの時代に求められる資質・
能⼒を有する⼈材の育成が必要である。 ➡③ 教育内容の充実 

・ 私⽴学校の⾃主性・独⾃性を活かした教育の⽀
援 

各私⽴学校が特⾊ある教育を実施して
おり、社会の要請に応え、⽣徒に選択さ
れる学校づくりが必要である。 

➡③ 教育内容の充実 

２-２ 現状・課題と施策の⽅向 技芸を磨く実学の奨励 

現状・課題 県の施策の⽅向 

・ 地元産業界と連携したキャリア教育推進体制
の整備 

・ 時代の要請に応える実学系専⾨⾼校の授業内
容・設備等の改善 

➡① 勤労観・職業観の醸成 
・ ⾝近な⾃然や地域社会、様々な⽴場の⼈への理

解を深める体験活動の実施 

➡② 多様な体験活動の推進 
・ ⽣涯にわたって芸術や⽂化に親しむ態度の育

成 

勤労観・職業観やコミュニケーション
能⼒などを⾼めて「⽣きる⼒」を⾝に付
け、様々な課題に柔軟に対応し、将来、
社会⼈として⾃⽴するための教育が必要
である。 

➡④ ⽂化芸術を学ぶ機会の拡⼤ 

・ 運動に取り組む習慣の確⽴ 
・ 地域、企業など外部との連携による部活動の活

性化 

児童⽣徒の健康の保持増進・体⼒向上
の取組の更なる推進が必要である。 

➡③ スポーツ活動の充実 
※ 課 題 に 関 す る 資 料 は 参 考 資 料 を 参 照 。  
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３ 施策に関する県と市町等との役割分担 

区 分  役 割 ・ 取 組 等  

県 教 育  
委 員 会  

○県⽴学校（⾼等学校、特別⽀援学校）の以下に関すること 
・学校の設置、管理 ・教職員の⼈事、研修 ・児童⽣徒の⼊学、退学 
・学校の組織編制、教育課程、⽣徒指導 ・教科書の採択 ・校舎等の施設の整備 
○市町⽴学校（政令市以外）の教職員の⼈事、給与負担 
○教育に関する事務の適切な処理を図るための市町教育委員会への指導・助⾔・援助

県 （ 知 事
部 局 ）  

○学校法⼈及び私⽴学校の設置・解散・廃⽌等の認可、届出の受理、指導 
○私⽴学校振興助成法等に基づく経常費・⽣徒に対する授業料助成 

（政令市以外） 
○市町⽴学校（⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校）の以下に関すること 
・学校の設置、管理 ・教職員の⼈事（内申）、研修 ・児童⽣徒の⼊学、退学 
・学校の組織編制、教育課程、⽣徒指導 ・教科書の採択 ・校舎等の施設の整備 市 町 教 育

委 員 会  （政令市） 
○市⽴学校（⼩学校、中学校、⾼等学校）の以下に関すること 
・学校の設置、管理 ・教職員の⼈事、研修 ・児童⽣徒の⼊学、退学 
・学校の組織編制、教育課程、⽣徒指導 ・教科書の採択 ・校舎等の施設の整備 

学 校 法 ⼈  
○私⽴学校（⼩学校、中学校、⾼等学校、特別⽀援学校）の以下に関すること 
・学校の設置、管理 ・教職員の⼈事、研修 ・児童⽣徒の⼊学、退学 
・学校の組織編制、教育課程、⽣徒指導 ・教科書の採択 ・校舎等の施設の整備 

※ここでは、本県内の⼩学校・中学校・義務教育学校・⾼等学校・特別⽀援学校に関係するそれぞ

れの役割について掲載しています。  

４ 教育行政における国・都道府県・市町村の役割分担

都道府県教育委員会

・高等学校、特別支援学校の設置、運営
・小・中学校の教職員の給与負担、人事

市町村教育委員会

・小・中学校の設置、運営
・小・中学校の教職員の服務監督

都道府県立学校

教育の実施

市町村立学校

教育の実施

国

・制度の枠組みの制定
・全国的な基準の設定
・教育条件整備のため
の財源保障 等

市町村立学校等の教職員
給与費の国庫負担

指導
助言
援助

市町村立学校等の教職員
給与費の負担

・指導、助言、援助
・一定の条件の下での
是正の要求や指示

教育⾏政における国・都道府県・市町村の役割分担（イメージ図） 

 

 

参考資料（P111）に補⾜資料あり 
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４ 県の施策推進の視点 
 

 確かな学⼒の向上  
 

☞ 視点１ 知性を⾼める学習の充実 
① 授業⼒の向上 
② 学校におけるきめ細かな指導の充実 
③ 教育内容の充実 

 
 技芸を磨く実学の奨励  

 
☞ 視点２ ⼀⼈ひとりの能⼒や意欲に応じた多様な教育の展開 

① 勤労観・職業観の醸成 
② 多様な体験活動の推進 
③ スポーツ活動の充実 
④ ⽂化芸術を学ぶ機会の拡⼤ 
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５ 主な取組 

視点１ 知性を⾼める学習の充実 
 

施 策  確かな学⼒の向上 

取 組 ①  授業⼒の向上 担 当 課 名 教育委員会 義務教育課 

⼦供たちが基礎的・基本的な知識・技能、思考⼒・判断⼒・表現⼒、主体的に
学習に取り組む態度をより深く⾝に付けることができるよう、学校運営や授業の
改善を図る。 

⽬ 的 
(何のために) 

【学校運営・授業の改善等に係る役割分担（公⽴⼩中学校（政令市等除く）487 校）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
・国…学習指導要領を制定し教育⽅針を提⽰、全国学⼒・学習状況調査の実施・結果伝達 など 
・市町…学校の設置運営、学校運営に係る経費の負担（教職員給与（政令市以外）を除く）など 
・県…教職員給与（政令市以外）の負担、市町に対する必要な指導・助⾔等 など 取

組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

               ↓ 
 県は市町と連携し、学習指導要領（改訂）や全国学⼒・学習状況調査結果の分析等を踏まえて、
各学校における学校運営・事業等の改善を⽀援 
 
取組１：学習指導要領に基づいた教科等指導の⽀援 

学習指導要領改訂（2020 年度⼩学校、2021 年度中学校で全⾯実施）を踏まえ、移⾏措置も含
め、同要領に基づく指導が各⼩中学校で滞りなく⾏われるよう、⽀援を⾏う。 
・学習指導要領伝達講習（管理職（校⻑・教頭）、研修主任、教科主任等を対象） 
・研究指定校の指定及び成果の普及（魅⼒ある学校づくり、確かな学⼒、道徳、英語指導⼒など）
・教師⽤指導資料（授業づくりや校内研修の拠りどころ）の作成・普及 
・⼩学校における英語の教科化等に備え、県独⾃の英語指導資格（LETS）を設け、⼩学校で英語

教育を推進できる教員を養成・配置 
 
取組２：全国学⼒・学習状況調査を踏まえた学校運営・授業改善の⽀援 
 義務教育の機会均等とその⽔準の維持向上の観点から、全国的な児童⽣徒の学⼒や学習状況を
把握する「全国学⼒・学習状況調査」の本県の結果を分析し、学校運営や授業の改善に役⽴てる。
・「学⼒向上推進協議会」（学識者、学校・市町教委の代表、県）での調査結果の検証と対策協議 
・「学⼒向上連絡協議会」（全市町（政令市含む）教育委員会指導主事、県）での情報共有 
 

国

県 市町

学習指導要領

設置 運営

児童（小学校）
生徒（中学校）

授業 等改善

教職員の任用
給与の負担
（政令市除く）

制 定 学校

準拠

全国学力・学習
状況調査

実施・結果伝達

結 果
伝 達

学力向上推進
協議会 等

分析
助言・支援
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視点１ 知性を⾼める学習の充実 

 
施 策  確かな学⼒の向上 

取 組 ②  学校におけるきめ細かな指導の充実 担 当 課 名 

教育委員会 
 義務教育課 ⾼校教育課 

特別⽀援教育課 
⽂化・観光部 私学振興課 

⽬ 的 
(何のために) 

学習指導要領の改訂、⾼⼤接続改⾰や教職員等の定数改善に関する国の動向を
踏まえ、静岡式 35 ⼈学級編制の更なる充実を⽬指すとともに、業務改善により、
教員が⼦供と向き合う時間を確保する。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組１：教職員等の適正な配置 
○ 静岡県独⾃の措置 

・（⼩中）法令に基づき国から配当される教職員定数を各学校に配当するとともにきめ細かな学
習・⽣活指導を実現するため、県独⾃の措置を⾏う。 

【静岡式 35 ⼈学級編制】 
・国による学級編制基準：⼩ 1＝35 ⼈以下、⼩ 2〜６、中学校＝40 ⼈以下 
・静岡県では、全学級で 35 ⼈以下の学級の編制が可能としている（下限 25 ⼈） 

（児童⽣徒の学習に対する興味・関⼼を引き出したり、授業への理解度や満⾜度を⾼める
には、少⼈数へのきめ細かい指導が有効である。⼀⽅で、財政⾯の制約があることから、
本県では、国が⼩学校低学年で導⼊している 35 ⼈以下学級を全学年に展開している。）

・現在、下限の撤廃に順次取り組んでいる(2017 年度＝⼩ 3〜4 まで、18 年度＝⼩ 3〜６ま
で、2019 年度(予定)＝⼩３〜中３まで) 

・静岡式 35 ⼈学級編制に伴い、2018 年度は 88 ⼈の教員を県単独で措置 
【⾮常勤講師の配置】 

・国庫補助事業による⾮常勤講師等（退職教員・地域⼈材による学び⽅⽀援⾮常勤・サポー
ター（2018 年度は 269 ⼈））を配置 

・県独⾃の措置として教員免許は持たないが、優れた知識や技術を有する社会⼈の活⽤（2017
年度は英語、IT など 49 ⼈） 

取組２：魅⼒ある学校づくりの推進 
・（⾼校）県⽴⾼校の中から、専⾨的研究や学習の質の向上、グローバル教育に取り組む拠点校

（コアスクール）を指定し、学習指導要領の改訂や⾼⼤接続改⾰でより⼀層求められる「主
体的・対話的で深い学び」を実現できる、既存の学習にとらわれない新しい取組を展開する。

【コアスクールの種類と取組例】 
進学重点：地元⼤学における専⾨教養講座の受講 

医療系学部進学に対応した特別講座、⼤学教授等による⾼度で専⾨的な講義  
学⼒向上：複数校での合同補講（予備校講師の活⽤） 

地元⾃治体、企業、市⺠等との連携による地域の課題把握と改善⽅法の提案 
学⼒進展：インターネットを⽤いた課題解説動画の配信 

⽣徒を講師とした地域開放講座 
地元商店街へのアンテナショップ開設に向けた授業 

英語教育：海外姉妹校とのオンライン交流、イングリッシュキャンプ（英語漬けの２⽇間） 
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視点１ 知性を⾼める学習の充実 

 
施 策  確かな学⼒の向上 

取 組 ③  教育内容の充実 担 当 課 名 

教育委員会 
教育政策課 義務教育課 
⾼校教育課 
特別⽀援教育課 

⽂化・観光部 私学振興課 

⽬ 的 
(何のために) 

地域や学校の状況に応じた特⾊ある教育を進めるとともに、⼦供たちが情報社
会で主体的に⽣きる⼒を育むために、児童⽣徒の発達段階に応じて授業における
ＩＣＴの効果的な活⽤を図る。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組１：地域資源等を活かした活動や「地域学」の推進 
⾃然、⽂化、産業などとの触れ合いを通じて、地域に関する関⼼や貢献意欲を育むため、地域

の資源・⼈材を活⽤した学習や体験活動、ボランティア活動等を推進する。 
・（⼩中）新学習指導要領を踏まえ、地域資源の活⽤を意図した教育課程編成・実施の普及促進
・（⼩中）学校現場における外部⼈材等の活⽤を促進 
・（特⽀）⼦供たちの⽣活上の課題を解決していく総合的な学習や⽣活単元学習、「職業・家庭」

等の教科の取組を通して、社会の資源や⾃然環境の⼤切さを学ぶ。 
・（⾼校）地域の⾃然、⼈、事象などを学ぶことによって、郷⼟観を確⽴し、地域活性化や地域

づくりを図る「地域学」を推進する。 
 
取組２：教員のＩＣＴ活⽤指導⼒の向上 

・（⼩中⾼特）「ＩＣＴ校内研修リーダー養成研修」を開催し、2017 年度から２年間で政令市を
除く全市町・県⽴学校の受講が終了する予定。この研修を受講した教員が、学校内推進組織
の中⼼となって、静岡県版ＩＣＴ校内研修プログラムを活⽤した校内研修を実施し情報化を
牽引することで、全ての教員の活⽤指導⼒の向上を図っている。 

 
取組３：ＩＣＴ環境の整備促進 

・（⾼校）2021 年度までに、県⽴⾼等学校の全ての普通教室にプロジェクタを常設し、タブレ
ット端末（学校規模により 40 台または 80 台）の導⼊を進める。 

・（⾼校）無線ＬＡＮアクセスポイント（３クラスに１台相当）を 2018 年度中に導⼊する。 
・（特⽀）特別⽀援学校に対しても、⾼等学校と規模は異なるが同様の整備を進める。 

 
取組４：私⽴学校の取組 

私⽴学校振興助成法に基づき、①私⽴学校の教育条件の維持及び向上、②私⽴学校の児童・⽣
徒等に係る経済的負担の軽減、③私⽴学校経営の健全性の向上を図るため、私⽴⼩、中、⾼校、
特別⽀援学校の運営費の⼀部を助成する。 

学校運営のための基礎的要素による配分に加え、特⾊ある教育活動（情報化・ＩＴ教育、国際
化教育、多様化・個性化教育、ボランティア活動等社会教育、体育教育、⽂化教育等）の推進に
よる⽣徒に選択される学校づくりを⽀援し、学校経営の安定化を図る。 
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視点２ ⼀⼈ひとりの能⼒や意欲に応じた多様な教育の展開 

 
施 策  技芸を磨く実学の奨励 

教育委員会 
義務教育課 ⾼校教育課 

取 組 ①  勤労観・職業観の醸成 担 当 課 名 特別⽀援教育課 
⽂化・観光部 私学振興課 
経済産業部  労働政策課 

地域の特⾊やライフステージに応じ、学校・地域・企業・研究機関等が連携し
た、望ましい勤労観・職業観を育む教育や、職業に関する知識・技能を⾝に付け
るためキャリア教育をはじめとした職業教育等の推進を図る。 

⽬ 的 
(何のために) 

取組１：キャリア教育の推進 
地域や産業界と連携し、各学校種に応じたにキャリア教育を推進する。 
・（⼩中）キャリア教育研修会などを通じて、学校における職場⾒学、職場体験等の実施を促進
・（⼩中）｢⽣きる道｣としての職業を学ぶモデル事業(2 校を指定)により、静岡県が世界に誇る

最先端技術や、現代の名⼯の技に触れる機会を設けるなど、現場体験を重視した学習を実施 
・（⾼校）各学校におけるキャリア教育の体系化に向けて、学校・地域・企業等との連携を⽀援
・（⾼校）郷⼟を担う⼦供たちの「⽣きる道」としての職業を学ぶ環境づくりとして、学校が開

催する職業講話等のための講師派遣⽀援を外部機関等との連携により⾏う。 
・（特⽀）校内における「キャリア教育全体計画」の作成により、⼩学部から⾼等部までの 12

年間の系統だった指導を確⽴し、「多様な⼈材活⽤」制度を利⽤した芸術体験や⾃然体験学習、
職業技能指導の充実を図る。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

・（特⽀）将来の社会⾃⽴・社会参加を⽬指し、中学部における「職場⾒学」や「職場体験」、
⾼等部における「職場⾒学」や「産業現場等における実習」など、地域及び産業界、関係機
関等との連携を図り、計画的、組織的な進路指導・就業促進を⾏う。 

※「⽣きる道」とは：「武⼠道」「商⼈道」と⾔われるように、富⼠⼭のような⾼い志を持ち、
社会に対し責任を果たして貢献する⽣き⽅をいう。 

取組２：インターンシップの促進 
・（⾼校）受⼊企業等の拡充を図るため、経済団体などの関係団体との連携強化を図る。 

 
【勤労観・職業観の醸成と実学に触れる機会創出のイメージ】 
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産業界 

高等学校・特別支援学校

 参加

連 携

静岡県教育委会 

静岡県 

経済団体

インターンシップ 

講師派遣

労働局

環境整備

実学チャレンジフェスタ

県民 

実施 支援
実学の奨励 
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取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組３：実学に触れる機会等の創出 
・（⾼校）県⺠が農林⽔産業、⼯業、商業などの実学に触れる機会として、県内専⾨⾼校等に学

ぶ⽣徒が⼀堂に会して学習内容などを県⺠に直接披露する「ふじのくに実学チャレンジフェ
スタ」を開催する。 

・（⾼校）⽣徒の県外技能⼤会への派遣や、⽣徒及び教員の資格取得⽀援により、専⾨性の向上
を図る。 

・（特⽀）ものづくり県としての発展と、その技能・技術への児童⽣徒の関⼼を⾼めるために
「WAZA チャレンジ教室」を活⽤し、地域の技能⼠等の⼈材と関わる経験と、ものづくりの
すばらしさを知る機会を充実させる。 

・（特⽀）⾼等部において、「ふじのくに実学チャレンジフェスタ」に参加して様々な産業に触
れる機会を設けるとともに、「障害者技能競技⼤会(アビリンピック)」への参加により働く意
欲と技能の向上を図る。 

 
取組４：産業教育設備の整備、専⾨技能講座の開催 

・（⾼校）社会の第⼀線で活躍できる専⾨的職業⼈を育成するために、産業現場で⽤いられてい
る先端設備を整備し、各校において⺠間熟練技能者等、専⾨技能を持った外部⼈材を活⽤し
た専⾨技能の講座を開催する。 

 
取組５：県⽴⾼等学校における「演劇科」「観光科」「スポーツ科」設置に向けた研究 

・（⾼校）新学科等調査・研究プロジェクトチーム、タスクフォースを設置し、他県情報の収集、
先進校視察などを⾏う。 
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視点２ ⼀⼈ひとりの能⼒や意欲に応じた多様な教育の展開 

 
施 策  技芸を磨く実学の奨励 

教育委員会 
義務教育課 ⾼校教育課 

取 組 ②  多様な体験活動の推進 担 当 課 名 
特別⽀援教育課 

⽂化・観光部 私学振興課 

⽬ 的 ⾝の回りの⾃然や社会への理解を深め、他者を思いやる⼼を育むことにより、
⼈としての豊かな成⻑につなげる。 (何のために) 
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地域 

社会 

取組１：⾃然や社会への理解を深める体験活動等の推進 
関係する教科や総合的な学習の時間、特別活動等における⾝近な⾃然との触れ合いやボランテ

ィア活動、⻘少年施設での⾃然体験活動などを通じ、児童⽣徒の⾃然や社会への理解を深める。 
・（⼩中）新学習指導要領を踏まえ、地域資源の活⽤を意図した教育課程編成・実施の促進 
・（⼩中）県⽴⻘少年施設における学校向け体験プログラムの充実 
・（特⽀）地域の公共施設の清掃、保育園での読み聞かせを実施。また、⾼齢者を対象としたデ

イサービスの活動における企画運営にも参加。 
 
取組２：⾼校における保育・介護体験実習の実施 

・（⾼校）⽣命の尊さや福祉への認識を深め、乳幼児や⾼齢者、障害のある⼈を思いやる⼼を育
むために、夜間定時制の課程を除く県⽴⾼等学校の⽣徒全員が在学中に必ず保育・介護体験
実習を⾏う。 取

組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

 
【体験活動推進のイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保育園 

 

働きかけ

幼稚園 

福祉施設 

静岡県教育委員会 

高等学校・特別支援学校 協力依頼 

実施状況共有

社会貢献活動 体験活動
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視点２ ⼀⼈ひとりの能⼒や意欲に応じた多様な教育の展開 

 
施 策  技芸を磨く実学の奨励 

取 組 ③  スポーツ活動の充実 担 当 課 名 

教育委員会 
義務教育課 ⾼校教育課 
特別⽀援教育課 
健康体育課 

 ⽬ 的 
(何のために) 

児童⽣徒の健康の保持増進のため、学校教育における体⼒向上の取り組みや、
部活動の適切な活動や、安全対策の充実を図る。また、全国⾼等学校総合体育⼤
会を通して、スポーツ機運を醸成する。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組１：新体⼒テスト記録会の実施 
・（⼩中⾼特）県内児童⽣徒全員を対象（⼩１、２は任意）に新体⼒テストを実施し、インター

ネットを活⽤したシステムで児童⽣徒の体⼒の現状を把握する。さらに「⼦供の体⼒推進委
員会」を設置し、結果を踏まえた児童⽣徒の体⼒向上施策についての検討を⾏う。 

 
取組２：体⼒アップコンテストの開催 

・（⼩学校）⼩学校を対象に、「なわとび」「リレー」「ボール投げ」「ダンス」等、全 6 種⽬を設
定し、クラスごとに記録に挑戦する取組を実施する。⼩学⽣の体⼒が低下傾向にあるため、
運動習慣を⾝につけさせることで⻭⽌めをかける。 

 
取組３：部活動ガイドラインの活⽤ 

・（中⾼）「静岡県部活動ガイドライン」を策定し、部活動の意義や⽬的を明確にすることで適
切な活動内容や⽇数、時間等を、各学校の実態に応じて設定できる指針とする。 

 
取組４：しずおかスポーツ⼈材バンク 

・（⾼校）外部指導者の活⽤を希望している学校に、外部指導者を紹介できるよう、登録者を増
やす。学校のニーズを把握し、マッチングを⾏う。 

 
取組５：部活動指導員 

・（⾼校）モデル校 10 校に各 1 名を派遣し、単独指導・単独引率を実施する。また活動の実績
から効果や課題を検証する。今後、各学校に１⼈ずつ配置を⽬指し、部活動の充実を図る。 

・（中学）国庫補助事業を活⽤し、部活動指導員の配置によって⽣徒のスポーツ活動の環境の充
実を図ろうとする市町への補助を⾏う。 

 
取組６：全国⾼等学校総合体育⼤会の開催 

・（⾼校）⼤会開催に向けての準備を進め、⼤会ＰＲや来場者へのおもてなしなど⾼校⽣活動の
充実を図る。 

 

 



 政策の柱３－３ 「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり 

 
視点２ ⼀⼈ひとりの能⼒や意欲に応じた多様な教育の展開 

 
施 策  技芸を磨く実学の奨励 

教育委員会 
取 組 ④  ⽂化芸術を学ぶ機会の拡⼤ 担 当 課 名 義務教育課 ⾼校教育課 

特別⽀援教育課 

 ⽬ 的 
児童⽣徒が⽣涯にわたって芸術や⽂化に親しむ態度を育む。 

(何のために) 
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地域 

社会 

「文化の匠」 

取組１：各⼩中学校における地域の⾃然・⽂化資源を活⽤した学習の推進 
・（⼩中）地域の⽂化などとの触れ合いを通じて、地域への理解と愛着を育むため、⽂化財等を

活⽤した学習を推進する。 
・（⼩中）新学習指導要領を踏まえ、地域資源の活⽤を意図した教育課程編成・実施の普及促進

 
取組２：演劇鑑賞教室等の開催促進 

児童⽣徒が⽣涯にわたって芸術や⽂化に親しむ態度を育成するため、各学校における芸術鑑賞
教室等の開催状況について情報共有をすることで促進を図る。 

・（⼩中）県の⽂化活動・施設（SPAC、地球環境史ミュージアム等）の学校現場への情報提供 
・（⾼校）県⽴⾼校中等部（清⽔南）で教科「表現」を開設（オペラ・ミュージカル的な取組）
・（特⽀）SPAC 公演や訪問公演の鑑賞により、本物の芸術⽂化に触れる機会を推奨 

 取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組３：⽂化部活動への外部指導者の派遣 
・（⾼校）⽂化部活動の充実を図るために、県⽴⾼等学校の⽂化部活動に外部指導者として「⽂

化の匠」を派遣し、⽂化部活動を財政的に⽀援する。 
 
【⽂化芸術を学ぶ機会促進のイメージ】 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

演劇など 

 

働きかけ

静岡県教育委員会 

高等学校

活用状況

照会 派遣
鑑賞 

高等学校・特別支援学校

委嘱 



 政策の柱３－３ 「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり 

６ 主要事業 

2 0 1 8 
事 業 名  重 点 項 ⽬  

予 算 額 ( 千 円 ) 

・学⼒向上プロジェクト（学⼒向上推進協議会、研修指定
校の指定（確かな学⼒など）、分析⽀援ソフト） 

⼩中学校学習⽀援事業費 209,308
・学習⽀援事業（学び⽅⽀援⾮常勤・サポーターの配置） 
・⼩学校外国語教育充実事業（ＬＥＴＳ研修） 

次世代の学校指導体制整備
事業費 

・研修指定校の指定（英語指導⼒、道徳など） 
26,600

・未来の学校「夢」プロジェクト 

しずおか型コミュニティ・ス
クール推進事業費 

・市町でのコミュニティ・スクール導⼊⽀援 
13,000

（ＣＳディレクター配置経費等） 

・静岡式 35 ⼈学級編制 
静岡式 35 ⼈学級編制等 （⼈件費）

・県単独⾮常勤講師 

スクール・サポート・スタッ
フ配置事業費（新規） 

79,700教員の事務全般を⽀援するスタッフを配置 

ハートフルサポート充実事
業費 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等
の学校現場への配置 

370,700

魅⼒ある学校づくり推進事
業費 

「⽂・武・芸」三道の⿍⽴を具現化するとともに、⾼⼤
接続改⾰等に対応した⼈材の育成を図る。 

100,000

県⽴学校において「主体的・対話的で深い学び」の視点
からの授業改善を⾏うため、ＩＣＴ機器を効果的に活⽤す
ることにより、社会に求められる資質・能⼒を育成する。
併せて学⼒向上や教育課題の解消を図る。 

学びを拡げるＩＣＴ 
170,000

活⽤事業費 
・プロジェクタ（⾼校は全普通教室に常設）及びタブレッ

ト端末（2021 年度まで） 
・無線 LAN アクセスポイント（2018 年度まで） 

私⽴学校振興助成法に基づき、①私⽴学校の教育条件の
維持及び向上、②私⽴学校の児童・⽣徒等に係る経済的負
担の軽減、③私⽴学校経営の健全性の向上を図るため、私
⽴⼩、中、⾼校の運営費の⼀部を助成する。 

私⽴⼩中⾼校経常費 
14,115,600

助成等 

 

私⽴学校教育環境 私⽴⾼等学校の教育環境の整備・充実並びに特⾊ある教
育及び地域に開かれた学校づくりの推進を図る。 

26,800
整備事業費助成 

私⽴学校における外国語教育の充実と地域レベルの草
の根の国際交流の進展を図り、もって国際化の推進と国内
外で活躍できるグローバル⼈材の育成を図るため、JET－
ALT を配置する私⽴学校に対し、必要な経費の⼀部を助
成する。 

私⽴学校外国語教育⽀援事業
費助成 

18,900
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2018 
事 業 名  重 点 項 ⽬  

予算額(千円) 

私学団体が私⽴学校教職員の資質向上のために実施す
る研修事業の経費に対し助成することにより、私学教育の
充実を図るとともに、特⾊ある私⽴学校づくりを⽀援す
る。 

私⽴学校教職員研修等事業費
助成 

4,000

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの
配置や不登校児童⽣徒の学習機会の確保を⾏う私⽴学校に
対して助成する。 

私⽴学校スクールカウンセラ
ー配置等事業費助成 

19,800

専⾨⾼校等の特⾊ある取組を広く県⺠に周知するとと
もに、最新設備を整備し、産業界で必要となる⾼度な知
識・技能を⾝に付けた専⾨的職業⼈を育成する。 

地域産業を⽀える実学奨励事
業費 

97,200

県内児童⽣徒の体⼒・運動能⼒の現状を把握、分析し、
体⼒向上施策に⽣かす。 

新体⼒テスト記録会 ・「⼦供の体⼒推進委員会」の開催（年 3 回） 2,845
・「本県児童⽣徒の体格・体⼒の現状」冊⼦の作成（年度末
に県内⼩中⾼全学校に配布） 

運動習慣を⾝につけさせることで、⼩学⽣の体⼒低下傾
向に⻭⽌めをかけるとともに、学級で協⼒して取り組むこ
とで、運動をする楽しさを体験させる。 体⼒アップコンテスト 763
・体⼒アップコンテストしずおか HP の運営 
・表彰式の開催（2020．２予定） 

部活動の意義や⽬的を明確にし、適切な活動内容や⽇
数、時間等を各学校の実態に応じて設定できる指針とす
る。（2018.４策定） 

部活動ガイドライン － 

しずおかスポーツ⼈材バンクの管理運営を委託し、外部
指導者の確保や学校のニーズを把握する。コーディネータ
を設置し、外部指導者と学校をマッチングさせる等、円滑
な活⽤を促進する。 

しずおかスポーツ⼈材バン
ク管理運営事業 

11,030

・県⽴⾼等学校への部活動指導員の任⽤（モデル的任⽤ 
10 名） 

部活動指導員活⽤推進事業 26,800
・設置中学校に部活動指導員を配置する市町に対する補助

⾦の交付（国庫補助事業活⽤ 40 名） 

⾼校の運動部・⽂化部活動への外部指導者派遣、指導者
研修等。 しずおか型部活動推進事業 27,980

2018 年度に東海４県等で開催する全国⾼等学校総合体
育⼤会における本県開催経費 全国⾼校総体開催事業 251,300

その他取組を含めた合計 16,725,896

 



 参考資料 

＜本県教育の基本理念＞ 

  本県の教育の基本理念：「有徳の⼈」の育成  

 「有徳の⼈」とは 

  １ ⾃らの資質・能⼒を伸⻑し、個⼈として⾃⽴した⼈ 

２ 多様な⽣き⽅や価値観を認め、⼈との関わり合いを⼤切にする⼈ 

３ 社会の⼀員として、よりよい社会作りに参画し、⾏動する⼈ 

・ この教育の基本理念は、「地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律」に基づき、知事と教育委員会
が協議して策定した「ふじのくに『有徳の⼈』づくり⼤綱」において定めている。 

・ ⼤綱では、この基本理念を全ての県⺠が共有し、社会全体で「有徳の⼈」づくりに取り組むため、
「有徳の⼈」づくりを宣⾔している。 

  「有徳の⼈」づくり宣⾔ 

⼀、「⽂・武・芸」三道の⿍⽴を実現します。 

⼀、⽣涯にわたって⾃⼰を⾼める学びの場を提供し、多様な⼈材を⽣む教育環境を実現します。 

⼀、地域ぐるみ、社会総がかりの教育を実現します。 

・ ⼤綱の下には、新ビジョンの分野別計画に当たる「静岡県教育振興基本計画」があり、具体的な取
組を進めている。 
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＜新学習指導要領＞ 

・ 「学習指導要領」とは、全国のどの地域で教育を受けても、⼀定の⽔準の教育を受けられるように
するため、学校教育法等に基づき、⽂部科学省が定めた、各学校で教育課程（カリキュラム）を編
成する際の基準をいう。⼩学校、中学校、⾼等学校等ごとに、それぞれの教科等の⽬標や⼤まかな
教育内容が定められている。 

・ 直近の改訂として、⼩・中学校については、2017 年３⽉に告⽰され、学校現場等での準備を経て、
⼩学校では 2020 年度から、中学校では 2021 年度から、全⾯実施が予定されている。⾼等学校で
は、2018 年 3 ⽉に告⽰され、2022 年度以降、段階的に実施される予定である。 

・ 今回の改訂の基本的な考え⽅ 
(1) 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を活かし、⼦

供たちが、変化を予測することが難しい未来社会を切り拓くための資質・能⼒を⼀層確実に育成
するとともに、社会⼈、職業⼈として⾃⽴していくために、勤労観、職業観をはぐくむキャリア
教育を充実。その際、⼦供たちに求められる資質・能⼒とは何かを社会と共有し、連携する「社
会に開かれた教育課程」を重視。 

(2) 「主体的・対話的で深い学び」により知識・技能の習得と思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成のバ
ランスを重視する現⾏学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさら
に⾼め、確かな学⼒を育成。 

(3) 道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな⼼や健やかな
体を育成。【⼩・中学校】 

(4) ⾼⼤接続という、⾼等学校教育を含む初等中等教育改⾰と、⼤学教育改⾰、そして両者をつなぐ
⼤学⼊学者選抜改⾰の⼀体的改⾰の中で実施される改訂。【⾼等学校】 

 



 参考資料 

＜国と県、市町村の役割（補⾜）＞              （関⻄広域連合の資料より） 

 

（政令市を除く）
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 参考資料 

＜学⼒向上推進プロジェクト事業＞ 
確かな学⼒の育成のため、全国学⼒・学習状況調査を受け、学校、市町教育委員会、県教育委員会が

連携し、学校改善・授業改善を⽀援する環境づくりや、推進地区・推進校による実践研究を通した学⼒

向上の具体策を検討するとともに、更なる改善プランをまとめ、啓発していく。 
 

 

 

 

 

 

 

                   

         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向上対策実行主体 

 

（会 長）大学教授 

（委 員）研究推進地区教育委員会 

     研究協力校 

     県教育委員会 

・義務教育課 ・総合教育センター  

・地域支援課 

＜協議・検討事項＞ 

・各取組の成果と課題について検証 

・学力向上改善プランについて協議 

学力向上推進協議会 
協議依頼 

提案 

県教育委員会 

＜協議・決定＞ 

 
 

学力向上連絡協議会 

＜参加者>         
県教育委員会義務教育課担当職員 
教育事務所地域支援課担当職員 
総合教育センター専門支援部担当職員 
総合教育センター総合支援部担当職員 
市町教育委員会指導主事      

＜内容＞ 
・情報の共有 
・授業改善・学校改善にかかる対策の協議 

８月 結果分析の共有、対策の明確化 
12 月 取組の成果と課題の共有、今後の対策

の協議 

全国学力・学習状況調査分析会 

・義務教育課 

・総合教育センター ・地域支援課 

サポートチーム（推進地区・推進校支援）

・静岡大学 ・地域支援課 ・義務教育課

分析部会＜調査結果分析、資料作成＞ 

・各課・総合教育センター 

協議依頼 

報告 

研究・提案主体 

市町教育委員会 

小・中学校及び義務教育学校 

対
応
依
頼 

報
告 

研究推進地区
【熱海市・御前崎市】 

研究協力校 
【熱海第一小・御前崎第一小】

＜実施＞ 

＜実施＞ 

 
 

＜「確かな学⼒」の育成（⼩中学校・取組全体図）＞ 

静岡県の子どもの
学力向上のための提言

「確かな学力」の育成に向けた取組

○ 教育のＰＤＣＡサイクルを確立し、全ての学校・学年の子どもに安定した「確かな学力」を保障する。

○ 子どもたちの学びを支援する体制づくりを進め、学校の授業から家庭学習まで「学びの連結」を図る。

学 校

学力向上推進プロジェクト

◆小中学校学習支援事業（学び方支援非常勤講師、学び方支援サポーターの配置）
◆指導法工夫改善（少人数授業、静岡式35人学級）
◆補助教材の選定（児童・生徒にとって適正な補助教材の選定）

PDCAサイクルの確立
（全国学力・学習状況調査結果を

踏まえた授業改善の取組）

家庭学習の充実と学習規律の確立
（学校と家庭・地域との

連携・共同による取組）

家庭・地域

学びを支援する体制づくり
（きめ細かな指導のための人的な

配置と物的な環境整備）

◆インターネットラーニング活用事業
（学習教材の提供、自ら学ぶ学習の支援）
◆「読書県しずおか」づくり総合推進事業
（親子読書啓発リーフレットの活用等）
◆科学の甲子園ジュニア事業

◆全国学力・学習状況調査結果公表モデル
の提示

◆チア・アップコンテンツの開発と活用
◆家庭教育ワークシート（つながるシー
ト）の活用

◆学校運営協議会の導入に向けた取組への
支援
◆学校支援地域本部等推進事業

家庭・地域との連携

◆学力向上推進協議会
（学力向上のための施策等の検討）
◆学力調査分析会
（早期対応、問題と結果分析、課題の明確化、
チア・アップコンテンツの配信）

◆確かな学力の育成に係る実践的調査研究
（推進地区、協力校の支援と取組の共有）
◆学力向上連絡協議会
（県、市町教育委員会による学力観の共有）

◆地域支援課による学校訪問
◆教師用指導資料「よりよい自分をつくっ

ていくために」等の活用推進
◆研修主任研修会等各種研修会の開催

学びの環境づくり

教員の指導力向上

（Ｈ25.11.11）

Shizuoka Prefect.
Board of Education
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＜静岡式 35 ⼈学級＞ 県⺠だより 5 ⽉号（2017 年） 
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＜キャリア教育の事例＞ 
《⼩学校》 

「⽣きる道」としての仕事を学ぶ環境づくり 

次代を担う⼦どもたちの職業観や郷⼟を愛する⼼を育むため、教育委員会と経済産業部とが協⼒し、

本物の産業現場やプロの職業⼈からの学びを得て、「技芸を磨く実学」の⼤切さを知る「⽣きる道」と

しての仕事を学ぶ環境づくりを進める。 

１ モデル事業 
 

実 施 校 ⼩学校３校（掛川、静岡、富⼠） 

対 象 者 ６年⽣（各校100⼈程度） 

時  期 ９⽉11⽇（掛川）、10⽉18⽇（静岡）、12⽉11⽇（富⼠） 

代表的な 

体験現場 

ものづくり：㈱タミヤ、㈱ヤナギハラメカックス、本橋テープ㈱ 

漁業、⽔産業：⽔産技術研究所、漁業⾼等学園、⼩川漁港、シーラック㈱ 

インフラ関係：富⼠⼭静岡空港㈱、新々富⼠川橋建設現場 

２ 事業の普及 

体験先をまとめたガイドブックを作成し、県内の全⼩・中学校教員向けに配布予定。 
 
＜展開イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

《⾼等学校》 

１ ⾼校⽣海外インターンシップ（2017 年度実績） 
県内企業の海外⼯場での就労体験等を実施することにより、県内企業の実⼒を肌で感じ、将来的に

県内企業で活躍する意識を⾼める。 
(1) 参加者 

県内の職業系専⾨学科、総合学科及び普通科で職業に関する専⾨科⽬を履修している⽣徒 32 ⼈、
引率６⼈（⾼校教育課４⼈、県⽴⾼校教諭２⼈） 

 

経済産業部 
産業界・企業とのネットワーク活⽤ 

教育委員会 
県内⼩学校とのネットワーク活⽤ 

 

プラットフォーム(経済産業部)
体験先企業の情報集積 
教育機関から相談受付

普及教材（ガイドブック、記録映像）の活⽤

モデル 
事 業 

「⽣きる道」としての仕事を学ぶ環境づくり事業 

 
企 業 教育機関

情報提供                                体験先紹介 

企業開拓                                  ニーズ伝達 
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(2) 実施内容 
区分 内    容 

7/23（静岡県庁）：事前研修 

企業概要研究等 
7/26：ヤマハ発動機（株）、ジヤトコ（株） 7/28：⾅井国際産業（株） 
8/3：㈱天野回漕店 8/4：ヤマハ㈱、うなぎいも協同組合（㈲コスモグリーン庭好） 

国内 
研修 

研修内容 
・県内企業の事業概要や企業理念、グローバル化の現状等を学習 
・会社や⼯場での就労体験学習 

国名（参加⽣徒数） 概 要 

中国 
（10 ⼈） 

①参加⽣徒：５⼈ 研修期間：8/15〜8/18 
上海市東⽅天野国際貸運代理有限公司、県上海事務所 
研修内容：企業概要研究、港⾒学、海外事情研究等 
②参加⽣徒：５⼈ 研修期間：8/20〜8/23 
杭州雅⾺哈楽器有限公司、県上海事務所 
研修内容：企業概要研究、⼯場⾒学、就労体験、海外事情研究等 
①参加⽣徒：５⼈ 研修期間：8/15〜8/18 
台湾⼭葉機⾞⼯業有限公司新⽵⼯場、県台湾事務所 
研修内容：企業概要研究、⼯場⾒学、販売店舗視察、海外事情研究等

台湾 
（11 ⼈） ②参加⽣徒：６⼈ 研修期間：8/24〜8/27 

台灣森永製菓股份有限公司、県台湾事務所、 
SOGO 復興店内 City super 
研修内容：企業概要研究、⼯場⾒学、就労体験、海外事情研究等 

海外 
研修 

タイ 
（11 ⼈） 

①参加⽣徒：５⼈ 研修期間：8/21〜8/24 
USUI International Corporation(Thailand)Ltd.、泰⽇⼯業⼤学 
研修内容：企業概要研究、⼯場⾒学、就労体験、海外事情研究、⼤学
交流等 
②参加⽣徒：６⼈ 研修期間：8/21〜8/24 
Jatco (Thailand) Co.Ltd.、泰⽇⼯業⼤学 
研修内容：企業概要研究、⼯場⾒学、就労体験、海外事情研究、⼤学
交流等 
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２ インターンシップの実施状況概要（2016 年度実績） 
※政令指定都市３校は含まない。分校はそれぞれ１校とする。 

課 程 県内公⽴⾼等学校数 実施学校数 実施率（％） 
全⽇制 
定時制 

90 校 
20 校 

82 校 
５校 

91.1 
25.0 

合 計 110 校 87 校 79.1 
(1) 参加実⼈数 

8,665 ⼈（全⽇制 8,650 ⼈・定時制 15 ⼈） 
(2) 実施学科内訳 （延べ数） 

ア 全⽇制                                  (単位：校) 

普通科 農業科 ⼯業科 商業科 ⽔産科 家庭科 福祉科 総合学科 
その他専
⾨学科 

51/61 ６/６ 10/10 14/14 １/１ １/１ ３/３ ８/９ 12/20

イ 定時制      (単位：校) 
普通科 ⼯業科 商業科 

５/16 ２/３ ０/１ 

 
３ ⼤学からの講師招請事業（2016 年度実績） 

⼤学教員が⾼等学校との連携を図りながら、⾼校⽣を対象に⼤学における授業その他を⾏うことに
より、⼤学教育の内容に対する理解と⼤学への興味・関⼼を喚起するとともに、⾼校⽣⾃らの進路決
定への意識的な取扱を促進する。 
【静岡⼤学との連携による出張事業等】実施校数 37 校（学部説明 10 回・出張授業 83 回） 
 

４ こころざし育成セミナー事業 
医学部(医学科)進学を⽬指す⽣徒に対して、実際の医療現場・医療従事者に接する機会を設けるこ

とにより、医師を⽬指すことの意義について再認識させ、将来の本県の医療を⽀える⼈材を育成する。 
 
５ ふるさと⼈材育成事業［経営者等の講師派遣事業］ 

学校が実施する職業講話等に県（県警）職員や地域のトップリーダーを講師として派遣し、公務員、
企業経営者等が求める⼈物像や⼼構え、地域社会や企業を取り巻く情勢等に関する講話を⾏うことに
より、将来郷⼟で活躍する⼈材を育成する。 

 
６ 静岡新聞「Future しずおか」との連携 

静岡新聞社が実施する「Future しずおか」と連携し、「⾼校⽣課外授業」の広報や、地域企業紹介
冊⼦の配布の協⼒を⾏っている。 
 

７ ⾼校⽣就職マッチング対策事業 
⼈材確保が困難な産業分野等への⾼卒⽣の就職⽀援だけでなく、各学校がこれまでに関わりのなか

った新たな企業との仲介役として、新規求⼈の開拓、学校への企業情報の提供、インターンシップの
実施に向けた調整等を⾏うために就職コーディネーターを配置する。 
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《特別⽀援学校》 

１ 12 年間の⼀貫した進路指導 

・個別の教育⽀援計画に基づき、⼩学部からの⾃⽴に向けた教育や作業学習等による職業教育（職業

適性や障害特性への⽀援）を⾏っている。 

・「キャリア教育段階表」を活⽤し、系統的な進路指導計画をもとに、12 年間の⽬標のつながりを明

確化している。 

・「キャリア教育」の視点に基づく⾝に付けたい⼒を共通理解し、学部・学年に応じた進路指導を⾏

っている。 

  

 

２ 個別の移⾏⽀援計画による進路先との連携 

・移⾏⽀援会議、アフターケア、バトンタッチ連絡会を通して、進路先や関係機関と連携した⽀援

⽬標の引継ぎをしている。 
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３ 産業現場等における実習、職場⾒学を通した体験学習 

・特別⽀援学校⽣徒が社会⾃⽴・社会参加を⽬指し、職場適応⼒や社会⽣活⼒を養うため、⼀定期

間実際の事業所や就労⽀援施設等において「産業現場等における実習」を⾏っている。 

・⾼等部⽣徒の産業現場等における実習は、平成 28 年度 1716 事業所で実施した。 

・障害者技能競技⼤会（アビリンピック）への参加により、働く技術の向上を図っている。 

  
 

 

※別途配布：「静岡県の教育」「有徳の⼈づくり⼤綱」「実学チャレンジフェスタ」ちらし 


